
市議会定例会付議事件表（その２）

第１０５号議案 損害賠償の額を定め和解することについて…………………（ １ ）

報告第２１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解するこ

とについて）……………………………………………………（ ２ ）

第１０６号議案 令和６年度大村市一般会計補正予算（第５号）



第１０５号議案

損害賠償の額を定め和解することについて

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に

より議会の議決を求める。

令和６年１２月９日提出

大村市長 園 田 裕 史

１ 損害賠償及び和解の相手方

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇　〇〇〇〇

２ 和解条項の要旨

(1) 大村市は、相手方に対し、金４８７，０８７円を支払う。

(2) 相手方は、大村市に対して、本件に関し今後上記の和解金を除き一切の請求をし

ない。

（ 1 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示



報告第２１号

専決処分の報告について

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和６年１２月９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 2 ）



専決第１６号

専 決 処 分 書

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和６年１１月２８日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

４３，５７３円

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇

（ 3 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示
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